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７　指定・登録・その他 R8.4.1

現　　行 改　　訂

法第１６条第３項に規定する装置検査を受けようとする者

（１個につき） ７４０円 ７８０円

法第１７条第１項に規定する特殊容器の製造者の指定を受けようとする者

（１件につき） １６９,５５０円 １７９,１５０円

法第９１条第２項の規定による届出製造事業者の指定に係る検査を受けようとする者

（１件につき） ４４３,６１０円 ４６９,２６０円

法第１０７条の規定による計量証明の事業の登録を受けようとする者

（１件につき） ５６,４８０円 ５９,４６０円

法第１１５条に規定する計量証明の事業の登録証の訂正又は再交付を受けようとする者

（１件につき） １,８３０円 １,９４０円

法第１１５条に規定する計量証明の事業の登録簿の謄本の交付を請求しようとする者

（１枚につき） ８００円 ８５０円

法第１１５条に規定する計量証明の事業の登録簿の閲覧を請求しようとする者

（１回につき） ３９０円 ４２０円

法第１２７条第１項に規定する適正計量管理事業所の指定を受けようとする者

（１件につき） ２,６８０円 ２,８４０円

法第１２７条第３項の規定による適正計量管理事業所の指定に係る検査を受けようとする者

（１件につき） ７,８３０円 ８,２００円
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